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◎安全点検
（１）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検
	月
	４月
	５月
	６月
	７月

	重点点検
箇所
	・園内園庭の遊具自主点検
・危険箇所チェックリスト作成し点検
・散歩コース点検随時

	・園内園庭の遊具自主点検
・大型遊具点検（業者）
・散歩コースの点検は随時
・電気工作物の点検（業者）
	・園内園庭の遊具自主点検
・散歩コース点検随時
	・園寧園庭の遊具自主点検
・危険箇所点検
・電気工作物の点検（業者）
・散歩コース点検随時

	月
	8月
	９月
	１０月
	１１月

	重点点検
箇所
	・園内園庭の遊具自主点検
・散歩コース点検随時
	・園内園庭の遊具自主点検
・消防設備等点検（業者）
・電気工作物の点検
・散歩コース点検随時
	・園内園庭の遊具自主点検
・危険箇所点検
・遠足に向けてのルート、現地確認
・散歩コース点検随時
	・園内園庭の遊具自主点検
・電気工作物の点検（業者）
・散歩コース点検随時

	月
	１２月
	１月
	２月
	３月

	重点点検
箇所
	・園内園庭の遊具自主点検
・散歩コース点検随時
	・園内園庭の遊具自主点検
・危険箇所点検
・大型遊具点検（業者）
・電気工作物の点検（業者）
・散歩コース点検随時

	・園内園庭の遊具自主点検
・散歩コース点検随時
	・園内園庭の遊具自主点検
・消防設備等点検（業者）
・電気工作物の点検
・散歩コース点検随時



（２）マニュアルの策定・共有
	分野
	策定時期
	見直し（再点検）
	掲示・管理場所

	重大事故防止マニュアル
	2023年3月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	· 午睡
	2023年3月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	· 食事
	2023年3月1日
	　　　 年　　月　　日
	職員室

	· アレルギー
	2023年3月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室（アレルギー表は各クラス掲示）

	· 投薬
	2023年3月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	プール安全ガイドライン
	2019年10月1日
	　2023　年　6月　1日
	職員室　プール日誌

	散歩マニュアル
	2022年9月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室　記入表は出入口

	災害時マニュアル
	2019年10月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	119番対応時マニュアル
	2023年3月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	救急対応時マニュアル
	2023年3月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	防犯（不審者対応時）マニュアル
	2013年4月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室

	危機管理マニュアル
	2019年10月1日
	　　　　年　　月　　日
	職員室


◎児童・保護者に対する安全指導等
（１）児童への安全指導（保育所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全など）
	
	４～６月
	７～９月
	１０～１２月
	１～３月

	乳児・１歳以上３歳未満児
	・誤飲に繋がるような玩具の有無・破損などの点検
・家具の転倒や落下防止
・園児の脱け出し防止のため保育室、玄関の施錠の徹底
・熱中症対策（５月中旬ごろより）

	・誤飲に繋がるような玩具の有無・破損などの点検
・熱中症対策（５月中旬ごろより）
・家具の転倒や落下防止



	・誤飲に繋がるような玩具の有無・破損などの点検
・家具の転倒や落下防止
・園外保育中、保育者との関わりの中で「車が来たら止まる」など道路の歩き方を伝えていく
（２歳児）
・祝日保育時の避難訓練（１０月）
	・誤飲に繋がるような玩具の有無・破損などの点検
・家具の転倒や落下防止




	３歳以上
	・散歩など戸外活動時の道路の歩き方、渡り方や公園での遊具の使い方を指導する。
・園内では、保育室内、廊下を走らないことを指導する。
・水遊び、プール遊びの危険事項を指導する。
・熱中症対策（５月中旬ごろより）
・年齢に応じた健康教育の実施（手洗い　うがい　歯磨きなど）
・交通安全教室を受ける
　（年中:年1回
　　年長：年２回）
	・散歩など戸外活動時の道路の歩き方、渡り方や公園での遊具の使い方を指導する。
・園内では、保育室内、廊下を走らないことを指導する。
・水遊び、プール遊びの危険事項を指導する。
・熱中症対策（５月中旬ごろより）
・年齢に応じた健康教育の実施（手洗い　うがい　歯磨きなど）
・プライベートゾーンなどの性教育
・災害や事故発生時に保育者の元に集まる、身を守る姿勢をとることができるように指導する。
・防災教育（９月）

	・散歩など戸外活動時の道路の歩き方、渡り方や公園での遊具の使い方を指導する。
・園内では、保育室内、廊下を走らないことを指導する。
・水遊び、プール遊びの危険事項を指導する。
・年齢に応じた健康教育の実施（手洗い　うがい　歯磨きなど）
・祝日保育時の避難訓練
　（１０月）
・防災教育（１１月）
	・散歩など戸外活動時の道路の歩き方、渡り方や公園での遊具の使い方を指導する。
・園内では、保育室内、廊下を走らないことを指導する。
・水遊び、プール遊びの危険事項を指導する。
・年齢に応じた健康教育の実施（手洗い　うがい　歯磨きなど）
・防災教育（２月）
・消火器の役割と使い方を知る（５歳児　３月）







（２）保護者への説明・共有
	４～６月
	７～９月
	１０～１２月
	１～３月

	・玄関、保育室など鍵のあるところは施錠を徹底する。
・大規模災害を想定した保護者引き渡し訓練
・土曜保育早番時避難訓練の参加（送迎時６月）
・園内で流行中の感染症を必要に応じて掲示、配信で伝える。
	・玄関、保育室など鍵のあるところは施錠を徹底する。
・園内で流行中の感染症を必要に応じて掲示、配信で伝える。
・暴風警報警報発令時の対応について周知する。
・水筒持参を徹底する
　（熱中症予防）
	・玄関、保育室など鍵のあるところは施錠を徹底する。
・園内で流行中の感染症を必要に応じて掲示、配信で伝える。
	・玄関、保育室など鍵のあるところは施錠を徹底する。
・園内で流行中の感染症を必要に応じて掲示、配信で伝える。
・祝日保育遅番時の避難訓練
　（送迎時２月）






























◎訓練・研修
（１）訓練のテーマ・取組
	月
	4月
	5月
	6月
	７月
	８月
	９月

	避難訓練等
※１
	・自衛消防組織の仕事内容及び動きの確認
・消火訓練
	・地震時訓練
・消火訓練
	・土曜遅番地震時訓練
・消火訓練
	・平日遅番地震時訓練
・消火訓練
	・風水害訓練
・消火訓練
	・防災訓練　
　大規模地震発生時訓練
・消火訓練

	その他
※２
	・防災備品の確　　　　　
　認
・消火器　AED等備品置き場の確認
	・保護者引き渡し訓練
・防災食体験訓練
	・消火器の場所確認
・心肺蘇生訓練
・不審者対応訓練
	
	・消火器の場所確認
	・第二避難所ま　　
　で
・防災教育

	月
	１０月
	11月
	１２月
	1月
	2月
	3月

	避難訓練等
※１
	・竜巻注意報発令時訓練
・消火訓練
	・火災時訓練
・消火訓練
	・火災時訓練
・消火訓練

	・火災時訓練
　祝日午前
・消火訓練
	・土曜日午前
地震時訓練
・消火訓練
	・地震時訓練
　午前活動中
・消火訓練

	その他
※２
	
	・炊き出し訓練
・不審者訓練
・通報訓練
・要救助者有訓　　　
　練
・防災教育
	
	
	・消火器の場所確認
・不審者訓練
・防災教育
	・要救助者訓練


※１　「避難訓練等」・・・設備運営基準第６条第2項の規定に基づき毎月１回以上避難及び消火に対する訓練
※２　「その他」・・・「避難訓練等」以外の１１９番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去AED、エピペンの使用等）、不審者対応等

（２）訓練の参加予定者（全員参加を除く）
	訓練内容
	参加予定者

	土曜早番保育地震時訓練
	・訓練日早番出勤者と送迎中の保護者

	祝日保育戸外遊び時竜巻訓練
	・訓練日時の出勤者

	祝日保育遅番地震時訓練
	・訓練日時の出勤者



（３）職員への研修・講習（園内実施・外部実施の明記）
	4～6月
	7～９月
	１０～１２月
	１～３月

	・心肺蘇生訓練（園内）
・エピペン講習（園内）
	・事故防止と乳幼児心肺蘇生セミナー（外部　9月）
	・防火管理者講習受講
（外部　12月予定）
	


（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール　
※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする
・5月　学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク
・9月　シェイクアウト訓練
・3月　保育所等における園外活動時の交通安全講習

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等）
・ヒヤリハット事例　事故事例の共有　職員会議

◎その他の安全確保に向けて取り組み（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等）
・地域、他施設への訪問挨拶（介護施設　幼児園　小学校　中学校）
・日程が合えば中学校との合同訓練を計画
・登降園管理システムを活用した安全管理
1 園児の出欠状況の把握と確認の徹底
2 天候急変等による危険情報の迅速な配信
3 近隣不審者情報に対する園児への安全対策の迅速な配信
　

















